
長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 指 定 金 融 機 関 の 指 定 に

つ い て  

平 成 ２ １ 年 ２ 月 １ ２ 日  告 示 第  ３ 号  

最 終 改 正  令 和  ２ 年 ９ 月 ２ ５ 日  告 示 第 ２ ５ 号  

 

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ３ ５ 条 第 ２ 項 及 び

地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ８ 条 第 ２ 項

の 規 定 に よ り 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 の 公 金 の 収 納 及 び

支 払 の 事 務 を 取 り 扱 わ せ る 金 融 機 関 を 次 の と お り 指 定 す る 。  

 な お 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 指 定 金 融 機 関 の 指 定 に つ

い て （ 平 成 １ ８ 年 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 告 示 第 ２ 号 ） は 、

平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 廃 止 す る 。  
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